
　

上
勝
町
で
は
平
成
29
年
４
月
よ
り
勤
務
し

て
い
た
だ
け
る
、
救
急
患
者
輸
送
員
（
運
転

手
増
員
の
た
め
）
を
募
集
し
ま
す
。

▪
募
集
人
員

　

上
勝
町
救
急
患
者
輸
送
業
務
輸
送
員

（
運
転
手
）　

若
干
名

▪
雇
用
形
態

　

上
勝
町
非
常
勤
職
員
（
嘱
託
職
員
）

▪
雇
用
期
間

　

平
成
29
年
4
月
1
日
～
平
成
30
年
3

月
31
日
ま
で
（
一
年
ご
と
の
委
嘱
に
な

り
ま
す
が
、
長
く
勤
務
し
て
い
た
だ
け

る
方
を
求
め
て
い
ま
す
。）

▪
業
務
内
容

　

救
急
患
者
輸
送
車
の
運
転
や
輸
送
業

務
な
ど
を
補
助
し
、
救
急
患
者
を
速
や

か
に
医
療
機
関
ま
で
搬
送
す
る
。

▪
勤
務
時
間

　

基
本
的
に
は
3
日
交
替
に
よ
る
全
日

制
（
勤
務
日
と
休
日
が
3
日
交
替
）
で
す

が
、
出
動
要
請
が
無
い
限
り
は
勤
務
日

で
あ
っ
て
も
、
自
宅
等
で
自
由
に
お
過

ご
し
い
た
だ
け
ま
す
。

　

た
だ
し
、
勤
務
日
に
は
出
動
要
請
が

あ
っ
た
場
合
に
備
え
、
直
ち
に
出
動
で

き
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
い
た
だ
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。（
詳
し
い
勤
務
内
容
等

は
上
勝
町
救
急
患
者
輸
送
業
務
実
施
要

領
に
よ
る
。）

▪
月
額
報
酬　
　

　

20
万
円
程
度

▪
保
険
制
度
等

　

健
康
保
険
、
厚
生
年
金
は
加
入
し
ま

す
が
、
雇
用
保
険
に
は
加
入
で
き
ま
せ

ん
。

▪
応
募
資
格

　

60
歳
未
満
で
普
通
自
動
車
の
運
転
免

許
を
有
し
、
出
動
要
請
を
受
け
て
か
ら

役
場
本
庁
ま
で
概
ね
5
分
以
内
に
到
着

で
き
る
方
。（
普
通
自
動
車
二
種
免
許
保

有
者
優
遇
）

▪
申
込
受
付
期
間

　

平
成
29
年
2
月
1
日
（
水
）
～
2
月

28
日
（
火
）
ま
で

▪
申
込
方
法

　

履
歴
書
（
写
真
付
）
を
役
場
住
民
課

ま
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
折
り
返
し
、

面
接
日
等
に
つ
い
て
ご
連
絡
し
ま
す
。

▪
お
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課

☎
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救
急
患
者
輸
送
業
務
輸
送
員（
運
転
手
）募
集
の
お
知
ら
せ

平成29年3月12日 スタート 改正道路交通法が施行されます
1準中型免許の新設
準中型免許では、車両総重量 7.5 トン未満（最大積載量 4.5 トン未満）の
自動車を運転できます（普通自動車も運転できます）。普通免許で運転で
きる自動車は車両総重量3.5トン未満（最大積載量2トン未満）となります。

2  
準中型免許の 
 受験資格 ･教習日数

準中型免許は、18 歳から普通免許
なしでも取得できます。教習では、
最短 17 日で取得可能です。
※普通免許は最短 15 日

3 準中型免許に係る 
 初心運転者期間制度

初めて準中型免許を取得した方は、
準中型自動車を運転するときには
1 年間初心者マークを付けなけれ
ばなりません。

4 すでに普通免許を 
 保有している方は

引き続き車両総重量 5 トン未満の自
動車を運転することができます。さ
らに限定解除審査 ( ※ ) に合格すれ
ば車両総重量 5 トン以上 7.5 トン
未満の自動車の運転も可能となりま
す。※審査は、指定自動車教習所で最低
4 時限の教習等を受けた上での審査又は
免許試験場での技能審査等のいずれかに
なります。

18歳から取得可能な免許

準中型免許
の新設

■ 免許の区分、受験資格等の改正概要について

改正後

改正前

普通自動車
普通免許
18 歳以上

普通自動車
普通免許
18 歳以上

準中型自動車
準中型通免許

18 歳以上

中型自動車
中型免許
20 歳以上

中型自動車
中型免許
20 歳以上

大型自動車
大型免許
21 歳以上

車両総重量 　　　　　最大積載量

５トン
３トン

3.5 トン
2 トン

普通免許等保有２年

普通免許等保有２年 普通免許等保有３年

大型自動車
大型免許
21 歳以上

普通免許等保有３年

7.5 トン
4.5 トン

11 トン
6.5 トン

11 トン
6.5 トン

〈 総務課 〉
☎ 46 － 0111
IP050 － 3438 － 8071

18歳から
普通免許なし

でも OK!
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